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ＡＳＢＪ(企業会計基準委員会）が実務対応
報告第33号「リスク分担型企業年金の会
計処理等に関する実務上の取扱い」を公表 

平成28年12月16日 No.428 

 企業会計基準委員会から、「リスク分担型企業年金の会計処理等

に関する実務上の取扱い」等が公表されました※。 

 6月に公表された公開草案とほぼ同じ内容で確定しています。 

 リスク分担型企業年金の会計上の取扱いは以下の通りです。 

１．規約で定められた掛金以外に追加拠出義務を負わないリスク   

  分担型企業年金は、会計上「ＤＣ」として取扱う 

    （費用は要拠出額とし、負債を計上しない） 

   ２．既存の確定給付型制度（確定給付企業年金、退職一時金等）    

     から移行する場合は、制度終了の会計処理を行う 

   ３．制度の概要、リスク分担型企業年金に係る退職給付費用、リ 

           スク対応掛金の未拠出額及び残存拠出年数を開示する 

 適用開始は、平成29年1月1日以降となります。 

※実務対応報告第33号 
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 既存の確定給付型制度（確定給付企業年金、退職一時金等）から、リスク分担型企業

年金に移行する場合、「制度終了の会計処理」を行います。 

 具体的には、過去期間分を含めてＤＣに移行する場合と同様に、①移行に伴い減少する

退職給付債務と年金資産の差額の費用処理、②移行部分に相当する未認識項目（未

認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用）の費用処理、を行います（例1）。 

 なお、移行時点で年金財政上の特別掛金が存在する場合、特別掛金相当額の総額を

未払金に計上し、損益として処理したうえで、①及び②の処理を行います（例2）。未払金

は、特別掛金拠出の都度取り崩されます（特別掛金は、拠出時には費用とはなりません）。 

制度移行時の会計処理 

 規約で定められた掛金（標準掛金、特別掛金、リスク対応掛金）以外に追加拠出義務を

負わないリスク分担型企業年金は会計上、ＤＣとして取り扱われます。 

 すなわち、要拠出額を費用とし、貸借対照表には負債を計上しない処理となります。 

 なお、リスク分担型企業年金の給付調整部分を他の制度から補填する場合、補填する

制度だけでなく、補填されるリスク分担型企業年金もＤＢとして取り扱われます。 

 また、直近の分類に影響を及ぼす事象が新たに生じた場合、会計上の分類について再

判定を行うことが求められます。 

 

リスク分担型企業年金の会計上の分類 

年金資産 

80 

給付現価 
100 

 
年金資産 

80 

退職給付債務 

100 

未認識項目10 

退職給付に係る負債 20 

【会計上の積立状況】 【リスク分担型企業年金移行時点の財政状況】 

① 移行に伴って減少する退職給付債務と年金資産の差額の費用処理 

  減少する退職給付債務（100）－減少する年金資産（80）＝20（利益）   

② 移行部分に相当する未認識項目の費用処理 

  未認識項目の費用処理＝10（損失） 

標準掛金収入
現価  20 

特別利益 
①＋②＝10 

＜例1：移行時の処理（特別掛金がない場合）＞ 

財政悪化 
リスク相当額 

リスク対応掛金 
収入現価 
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情報開示 

＜例2：移行時の処理（特別掛金がある場合）＞ 

年金資産 

70 

退職給付債務 

100 

未認識項目10 

退職給付に係る負債 30 

【会計上の積立状況】 

給付現価 
100 

年金資産 

70 

標準掛金収入
現価  20 

特別掛金収入
現価 10 

【リスク分担型企業年金移行時点の財政状況】 

★特別掛金未拠出額（割引前）を費用計上   
    特別掛金未拠出額の費用処理＝15（損失）・・・未払金を計上 

① 移行に伴って減少する退職給付債務と年金資産の差額の費用処理 
  減少する退職給付債務（100）－減少する年金資産（70）＝30(利益）  

② 移行部分に相当する未認識項目の費用処理 
  未認識項目の費用処理＝10(損失） 

特別掛金未拠出額（割引前）＝15 

特別利益 
★＋①＋② 

＝5 

 注記として以下の3点の開示が求められます 

 

 （１） リスク分担型企業年金の概要 

    例えば次のような内容を記載します 

    ① 標準掛金相当額の他に、リスク対応掛金相当額があらかじめ規約に定められる 
       こと 

    ② 毎事業年度における財政状態に応じて給付額が増減し、年金財政の均衡が 
      図られること 

 （２） リスク分担型企業年金に係る退職給付費用の額 

 （３） 翌期以降に拠出することが要求されるリスク対応掛金相当額及び当該リスク対応掛 
      金相当額の拠出に関する残存年数 
      

財政悪化 
リスク相当額 

リスク対応掛金 
収入現価 

以 上 


